
狩猟者登録手続きの流れ 
特別受付日  
10月 15日（火）及び 16日（水）のみ 

 
 
 
 
受付時間 
 午前 9時から 12時まで及び午後 1時から 2時
まで 
 
船橋フェイスビル及び金融機関 
 
船橋フェイスビル 7F 葛南地域振興事務所 

 
    地域環境保全課 

     申請書類提出、審査 
     登録手数料納入（千葉県収入証紙） 
      ↓ 

    船橋県税事務所 「臨時窓口」 
     狩猟税納付書交付 
 
     ↓ 
金融機関 

 
    窓口 
     狩猟税納付 
 
     ↓ 

船橋フェイスビル 7F 葛南地域振興事務所 
 
    地域環境保全課 

狩猟税領収証書提出 
狩猟者登録証・調査票等受領 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

特別受付日以外 
10月 1日（火）から 2月 14日（金）まで 

(土日祝日と年末年始（12月 29日から 1月 3日
まで）を除く。) 

 事前にお電話で来所の予約をお取りください 
 
受付時間 
 午前 9時から 12時まで及び午後 1時から 4時
まで 
 
船橋フェイスビル 

 
7F 葛南地域振興事務所 

 
    地域環境保全課 

     申請書類提出、審査 
     登録手数料納入（千葉県収入証紙） 
 

   ↓ 徒歩約 15分 

船橋合同庁舎 
 

2F 船橋県税事務所 
 
    事業税間税課（個人事業税担当） 
     狩猟税納付書交付 
 
     ↓ 

1F船橋県税事務所 
 

納税窓口 
     狩猟税納付 
 
     ↓ 

2F 船橋県税事務所 
 
    事業税間税課（個人事業税担当） 
     狩猟税納付済印押印 
 

   ↓徒歩 15分 

船橋フェイスビル 
 

7F 葛南地域振興事務所 
 
    地域環境保全課 
     申請書類提出 
     狩猟税領収証書提出 
     狩猟者登録証※・調査票等受領 
 
※担当者不在の場合発行できませんので、後日 
郵送します。 
  
（担当不在の場合） 

後日        狩猟者登録証郵送 
         自  宅 


